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○姫路市福祉医療費助成条例施行規則 

昭和４８年８月１日 

規則第３８号 

改正 昭和４９年８月１日規則第３８号 

昭和５０年７月１日規則第２８号 

昭和５１年６月９日規則第３７号 

昭和５４年６月３０日規則第３０号 

昭和５４年１１月１２日規則第４６号 

昭和５８年１月２９日規則第１号 

昭和５９年９月２９日規則第５７号 

昭和６０年８月１日規則第４２号 

平成元年３月２４日規則第１０号 

平成３年６月２４日規則第３３号 

平成３年１２月２０日規則第５２号 

平成４年５月２６日規則第４２号 

平成６年４月１日規則第２２号 

平成１３年３月２８日規則第１７号 

平成１３年６月２９日規則第４１号 

平成１７年３月２８日規則第１１号 

平成１７年８月３１日規則第６５号 

平成１７年１２月２０日規則第９４号 

平成１８年１２月１９日規則第１１７号 

平成１９年３月２８日規則第１７号 

平成２０年３月２６日規則第６号 

平成２１年３月２５日規則第１０号 

平成２２年７月１日規則第４１号 

平成２６年３月２６日規則第２３号 

平成２７年３月２４日規則第２１号 

平成２９年３月２８日規則第１５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、姫路市福祉医療費助成条例（昭和４８年姫路市条例第３２号。以下
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「条例」という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による

ものとする。 

（所得等の額） 

第３条 条例第３条第１項第２号の規則で定める額は、児童扶養手当法施行令（昭和３６

年政令第４０５号）第２条の４第１項に規定する額とする。 

２ 条例第３条第５項第４号及び第６号の規則で定める額は、２３万５，０００円とする。 

３ 条例第３条第５項第５号の規則で定める額は、児童扶養手当法施行令第２条の４第２

項に規定する額とする。 

（所得の範囲及び所得の額の計算方法） 

第４条 条例第３条第１項第２号及び条例第３条第５項第５号に規定する所得の範囲及び

所得の額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第３条及び第４条の規定を準用する。 

（負担限度額） 

第５条 条例第３条第１項第３号の規則で定める額は、一部負担金の額が外来に係る医療

費の場合は１２，０００円（所得を有しない者である場合は８，０００円）とし、入院

に係る医療費の場合は３５，４００円（所得を有しない者である場合は１５，０００円）

とする。 

（医療費の申請） 

第６条 条例第４条の申請は、福祉医療費支給申請書に当該医療に要した費用の額を証す

る書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。 

（県内保険医療機関等） 

第７条 条例第５条第１項の規則で定める病院、診療所又は薬局は、兵庫県内の健康保険

法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療機関及び保険

薬局並びに同項第２号及び第３号に規定する病院、診療所又は薬局その他の者とする。 

（受給者証） 

第８条 市長は、福祉医療費の支給を受ける資格がある者に対し、受給者証を交付するも

のとする。 

２ 受給者証の交付を受けようとする者は、受給者証交付申請書に市長が必要と認める書

類を添えて、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、受給者証についてその有効期間を定めるものとする。 
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４ 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期限の１箇月前までに受

給者証更新申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

ただし、市長が必要あると認めるときは、その申請を待たずに行うことができる。 

５ 受給者証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該

受給者証を市長に返還しなければならない。 

(1) 受給者証の有効期間が満了したとき。 

(2) 受給者証の交付後の事情の変更により一部負担金の免除又は支給の特例の要件に該

当しなくなったと市長が認めたとき。 

(3) 偽りその他不正の行為によって受給者証を受けたと市長が認めたとき。 

６ 受給者証の交付を受けた者は、第７条に規定する県内保険医療機関等において医療を

受けようとするときは、当該県内保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。 

（被害の届出） 

第９条 福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じた場合においても、福祉医療

費の支給を受けようとする者は、被害届を市長に提出しなければならない。 

（一部負担金の免除） 

第１０条 条例第３条第４項の規則で定める特別の理由は、次に掲げる事由とする。 

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、条例第１条に規定する高齢

期移行者等（以下「高齢期移行者等」という。）の属する世帯の生計を主として維持

する者（以下「主たる生計維持者」という。）が死亡したこと若しくは重度障害者と

なったこと又はその者の収入が著しく減少したこと。 

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、高齢期移行者等及びその扶

養義務者等の資産に重大な損害を受けたこと。 

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、主

たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。 

(4) 失業、廃業、休業その他これらに類する状態により、主たる生計維持者の収入が著

しく減少したこと。 

(5) 前各号に掲げる事由に類する事由が生じたこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、国民健康保険等の制度において一部負担金の減免が行われ

ている場合は、当該減免が行われている範囲において、条例第３条第４項の規定による

福祉医療費の支給を行わないものとする。 

３ 条例第３条第４項の規定の適用を受けようとする者は、福祉医療一部負担金免除申請
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書に第１項各号に掲げる理由に該当することを明らかにすることができる書類を添えて

市長に申請しなければならない。 

４ 条例第３条第４項の規定による福祉医療費を支給することができる期間は、第１項各

号に定める事由が発生した日の属する月の初日から６か月を超えない日までとする。 

（支給の特例） 

第１１条 条例第３条第６項の規則で定める特別の理由は、失業、廃業、休業その他これ

らに類する状態により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこととする。 

２ 条例第３条第６項の規定の適用を受けようとする者は、第８条第２項に定める受給者

証交付申請書に前項の理由に該当することを明らかにすることができる書類を添えて市

長に申請しなければならない。 

３ 条例第３条第６項の規定により福祉医療費を支給することができる期間は、第１項に

定める事由が発生した日の属する月の初日から６か月を超えない日までとする。 

（補則） 

第１２条 この規則の規定による申請書の様式その他この規則の施行について必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和４８年８月１日から施行する。 

（姫路市老人医療費助成条例施行規則の廃止） 

２ 姫路市老人医療費助成条例施行規則（昭和４７年姫路市規則第８号）は、廃止する。 

（４町の編入に伴う経過措置） 

３ 家島町、夢前町、香寺町及び安富町の編入の日（以下「編入日」という。）前に旧家

島町福祉医療費助成条例施行規則（平成４年家島町規則第７号。以下「旧家島町規則」

という。）、旧夢前町福祉医療費助成条例施行規則（昭和５８年夢前町規則第１５号。

以下「旧夢前町規則」という。）、旧香寺町福祉医療費助成条例施行規則（平成４年香

寺町規則第１２号。以下「旧香寺町規則」という。）、旧安富町福祉医療費助成条例施

行規則（昭和４８年安富町規則第９９号。以下「旧安富町規則」という。）又は旧安富

町母子家庭等医療費助成条例施行規則（昭和５４年安富町規則第１５４号。以下「旧安

富町母子規則」という。）の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当

規定によりなされた申請その他の行為とみなす。 

４ 編入日前に旧家島町規則第５条第１項の規定により家島町長が交付した受給者証、旧
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夢前町規則第４条第１項の規定により夢前町長が交付した受給者証、旧香寺町規則第４

条の規定により香寺町長が交付した受給者証並びに旧安富町規則第６条第１項及び旧安

富町母子規則第４条第１項の規定により安富町長が交付した受給者証は、第７条第１項

の規定により市長が交付した受給者証とみなす。 

附 則（昭和４９年８月１日規則第３８号） 

この規則は、昭和４９年８月１日から施行する。 

附 則（昭和５０年７月１日規則第２８号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５１年６月９日規則第３７号） 

この規則は、昭和５１年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年６月３０日規則第３０号） 

この規則は、昭和５４年７月１日から施行する。 

附 則（昭和５４年１１月１２日規則第４６号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和５４年７月１日から適用する。 

附 則（昭和５８年１月２９日規則第１号） 

この規則は、昭和５８年２月１日から施行する。 

附 則（昭和５９年９月２９日規則第５７号） 

１ この規則は、昭和５９年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 施行日前に医療に関する給付が行われた場合における福祉医療費の支給については、

なお従前の例による。 

附 則（昭和６０年８月１日規則第４２号） 

この規則は、昭和６０年８月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月２４日規則第１０号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成３年６月２４日規則第３３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年１２月２０日規則第５２号） 

１ この規則は、平成４年１月１日から施行する。 

２ この規則施行の際、現にこの規則による改正前の姫路市福祉医療費助成条例施行規則

様式第２号による老人医療費受給者証の交付を受けている者は、この規則による改正後

の姫路市福祉医療費助成条例施行規則様式第２号による老人医療費受給者証の交付を受
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けたものとみなす。 

附 則（平成４年５月２６日規則第４２号） 

１ この規則は、平成４年７月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の姫路市福祉医療費助成条例施行規則第３条及び第４条の規定

は、この規則の施行日の以後に受けた疾病又は負傷に係る医療に対する福祉医療費の支

給について適用し、同日前に受けた疾病又は負傷に係る医療に対する福祉医療費の支給

については、なお従前の例による。 

３ この規則による改正後の姫路市福祉医療費助成条例施行規則第７条の規定は、この規

則の施行の日以後に交付する受給者証について適用し、同日前に交付する受給者証につ

いては、なお従前の例による。 

附 則（平成６年４月１日規則第２２号） 

１ この規則は、平成６年７月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の姫路市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施

行の日以後に受けた疾病又は負傷に係る医療に対する福祉医療費の支給について適用し、

同日前に受けた疾病又は負傷に係る医療に対する福祉医療費の支給については、なお従

前の例による。 

附 則（平成１３年３月２８日規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年６月２９日規則第４１号） 

１ この規則は、平成１３年７月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の姫路市福祉医療費助成条例施行規則第３条及び第４条の規定

は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、

同日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年３月２８日規則第１１号） 

１ この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成１７年７月１日から施

行する。 

２ 第１条の規定による改正後の姫路市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成１６

年７月１日以後に行われた医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行わ

れた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の姫路市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成１７

年７月１日以後に行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行わ
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れる福祉医療費の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年８月３１日規則第６５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年１２月２０日規則第９４号） 

この規則は、平成１８年３月２７日から施行する。ただし、第７条第５項の改正規定は、

公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年１２月１９日規則第１１７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日規則第１７号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年３月２６日規則第６号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月２５日規則第１０号） 

１ この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の姫路市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施

行の日以後に行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われる

医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。 

３ 姫路市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例（平成２１年姫路市条例第５号）附

則第４項及び第５項の規定による福祉医療費の支給に係る所得の額並びに所得の範囲及

び所得の額の計算方法については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年７月１日規則第４１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の第９条第１項第１号及び第２号の規定は、平成２１年８月９

日以後に発生した震災、風水害、火災その他これらに類する災害に係る一部負担金の免

除について適用し、同日前に発生した震災、風水害、火災その他これらに類する災害に

係る一部負担金の免除については、なお従前の例による。 

附 則（平成２６年３月２６日規則第２３号） 

１ この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の姫路市福祉医療費助成条例施行規則の規定は、この規則の施

行の日以後に行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われる

医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。 
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附 則（平成２７年３月２４日規則第２１号） 

この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２８日規則第１５号） 

この規則は、平成２９年７月１日から施行する。 

 


